
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆在籍型出向の支援制度 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の

一時的な縮小などを行う企業が、従業員の雇用維持

を図るために、人手不足などの企業との間で「在籍

型出向」（雇用シェア、従業員シェアなどと呼ばれ

ることもあります）を活用する取組みが行われてい

ます。 

厚生労働省においても、こうしたコロナ禍におけ

る雇用維持を目的とした在籍型出向の取組みを支援

する策を打ち出していますので、以下で紹介しま

す。 

 

◆在籍型出向とは何か？ 

いわゆる出向とは、労働者が出向元企業と何らか

の関係を保ちながら、出向先企業と新たな雇用契約

関係を結び、一定期間継続して勤務することをい

い、このうち、在籍型出向は、出向元企業と出向先

企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企

業と出向先企業の両方と雇用契約を結ぶものをいい

ます。 

 

◆産業雇用安定助成金 

厚生労働省による支援策の１つに、出向元事業

主・出向先事業主に対する助成制度があります。 

「産業雇用安定助成金」がそれで、新型コロナウ

イルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小

を余儀なくされた事業主が、「出向」により労働者

の雇用維持を図る場合、出向元と出向先の双方の事

業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部

を助成するというものです。令和３年２月５日に新

設された助成金です。 

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃

金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など

出向中に要する経費の一部が助成されます（出向運

営経費）。また、就業規則や出向契約書の整備費

用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教

育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための

機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を

行った場合に助成されます（出向初期経費）。 

雇用維持を図るための助成金ですので、出向期間

終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となる

点に留意してください。 

 

◆マッチング制度 

その他の支援策として、公益財団法人産業雇用安

定センターによるマッチング制度があります。同セ

ンターでは、新型コロナウイルスの影響により、一

時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守る

ために、人手不足などの企業との間で在籍型出向を

活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向

のマッチングを無料で行っています（全国 47 都道府

県にセンターの事務所があり、企業からの相談に応

じています）。 

 

 

 
 
◆２度目の緊急事態宣言を受けた企業への影響を調

査 

新型コロナウイルスの感染者数の急拡大により、11
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都府県に対して２度目の緊急事態宣言が発出された

ことを受け、帝国データバンクが１月に「新型コロナ

ウイルス感染症に対する企業の意識調査」を実施し、

今月１日に結果を発表しました。 

調査は今年１月 18 日～31 日にかけて行われたも

ので、調査対象は全国２万 3,695 社、有効回答企業数

は１万 1,441 社（回答率 48.3％）でした。新型コロナ

ウイルス感染症に関する調査は、2020 年２月以降毎

月実施されているもので、今回が 12 回目ということ

です。 

 

◆８割弱の企業で業績へマイナス影響 

まず、新型コロナウイルス感染症による自社の業績

への影響について、「マイナスの影響がある」と答えた

企業は 78.8％で、４カ月連続で８割を下回りました。

一方で、「影響はない」とした企業が 11.1％、「プラス

の影響がある」（「既にプラスの影響がある」と「今後

プラスの影響がある」の合計）とした企業は 4.3％で

した。 

多くの企業でマイナスの影響がある一方、コロナ対

策関連事業を営む企業ではプラスの影響があると回

答しているものとみられます。 

 

◆多くの企業で人の移動や対面の積極機会削減に尽

力 

次に、緊急事態宣言を受けて、何らかの「対応を講

じている」とした企業は 89.9％と、９割近くに達しま

した。一方で、「緊急事態宣言以前と変わらない」とし

た企業は 8.6％ありました。 

また、「対応を講じている」企業にその内容を質問し

たところ、上位の回答は、「都道府県をまたぐ出張や打

ち合わせの削減」が 55.6％で最も高く、次いで「対面

営業や打ち合わせの削減」（51.8％）、「従業員に不要不

急の外出自粛などの呼びかけ」（51.7％）、「非接触の会

議や打ち合わせの推奨」（41.2％）、「イベントの開催・

参加の中止（展覧会など）」（39.2％）となりました。 

なんらかのかたちで人の移動や対面による接触の

削減を挙げている企業が多いことがわかります。 

「資金繰り対策（金融機関への融資相談など）」は

15.6％、「営業時間の短縮」は 14.0％という結果でし

た。 

【帝国データバンク「＜速報＞新型コロナウイルス感

染症に対する企業の意識調査（2021 年１月）」】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p21020

1.html 

 

 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のも

の＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区

町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 

 

 

～当事務所よりひと言～ 
 首都圏では緊急事態宣言が 3 月 21 日まで延長さ

れていますが、コロナ感染者の数は下げ止まりの状

況で見通しが立たない状況です。今回「産業雇用安

定助成金」を取り上げましたが、「雇用調整助成金」

を活用して（時短）休業を行ったうえで、さらに企

業と雇用を継続するためには、この助成金を活用し

た在籍出向などの方策を採ることが有効です。 

3 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


